
建築審査会の審議の特例第１項第三号に係る包括同意基準 

 

建築基準法第43 条第２項第二号許可における取扱い基準について 

 

　２項道路の判断基準に該当しない通路については，下記の基準を満たすことにより建築

基準法第43条第２項第二号許可(建築基準法施行規則第10 条の３第４項第三号)により扱う。 

 

記 

 

１　通路及び敷地に関する基準 

　　(1)　通路及び敷地は，次のアからエまでに掲げる要件を満たすものであること。 

ア　通路の種類は，国，県若しくは市が所有又は管理する道路を基本とする。 

イ　通路の幅員は，1.8ｍ以上４ｍ未満とする。 

　　ウ　通路の中心線から水平距離２ｍ後退した線を敷地と通路の境界線とみなす。た

だし，土地の状況によりやむを得ない場合は，協議の上，後退方法を決定すること

ができる。 

エ　敷地は，通路に２ｍ以上有効に接すること。 

　(2) 前号に掲げる要件のほか，建築基準法の道路より敷地までの通路及び後退部分を砂

利敷きその他ぬかるみとならない構造とし，通行上支障がないよう通路の機能を確

保すること。 

 

２　建築物の用途，規模，形態及び構造等に関する基準 

　(1) 用途は，一戸建ての住宅又は兼用住宅(延べ面積の２分の１以上を住宅の用に供し，

かつ，住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50 ㎡以下のものに限る。)若し

くはこれに付属する建築物であること。 

　(2) 規模(階数制限)は，地階を除く階数が２以下であること。 

　(3) 形態(斜線制限等)は，当該通路の部分を法第42 条に規定する前面道路とみなして

法第52 条の規定による容積率及び法第 56 条の規定による道路斜線制限その他建築

基準関係規定を満たす建築物の計画であること。 

　(4) 構造は，建築物の屋根を法第22 条第１項に規定する構造とし，延焼のおそれのあ

る部分の外壁及び軒裏を防火構造とすること。ただし，増改築をする場合にあっては，

当該増改築をする建築物の部分に限る。 

　(5) その他 

令和８年４月１日以前に建築確認を受けた建築物の建替え又は増築にあっては，  

(1)，(2)にかかわらず，既存建築物と同用途，同規模(階数)とすることができる。（た

だし，従前の敷地及び延べ面積が概ね変わらないものに限る。） 

 



　　　付　則 

この基準は，平成21年12 月25 日から施行する。（基準の制定） 

付　則 

この基準は，平成30年12 月26 日から施行する。（基準の一部改正） 

　　付　則 

この基準は，令和８年４月１日から施行する。（基準の一部改正） 

 


